


1 

別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　市原　誠二　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　申し合わせ事項に留意する。 

 質　問　事　項 

 

№　１　　

軽救急車の導入による救急体制強化について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

救急業務実施基準の一部改正により導入が可能となった「軽救急車」は、

狭あい道路や住宅密集地など、従来型救急車では進入が困難な地域におい

て、迅速な救急救命活動を可能とする新たな取組である。 

「軽救急車」は、軽自動車ベースでありながらＡＥＤや酸素ボンベなど必

要機材を搭載し、救急隊員が住宅密集地においても迅速に到着することで、

救命率向上や救急活動の迅速化が期待されている。また、通常の高規格救急

車と比較して導入コストも低く、限られた財源の中で救急体制を補完する手

段としても有効と考える。 

尾張旭市においても、狭い生活道路や住宅街が複数存在しており、救急車

の進入や転回に時間を要するケースが想定される。加えて、高齢化の進展に

伴い救急出動件数は今後も増加が見込まれる中、多層的な救急体制の構築が

必要である。 

そこで以下について伺う。 

 

（１）　救急車の進入や活動に支障が生じた事例について 

本市における、狭あい道路や住宅密集地等において、救急車両の進入

や活動に支障が生じた事例について、市はどのように認識しているか。 

 

（２）　軽救急車のような小型車両を活用し、救急隊員や救命資機材を先行

出動させる運用の有効性について 

市の見解を伺う。 

 

（３）　軽救急車の導入について 

住宅密集地での展開に優れ、軽救急車は通常の高規格救急車と比較し

ても導入・維持コストを抑えられると考えられるが、救急体制を補完す

る手段として導入可能性を検討する考えはあるか。
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別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　市原　誠二　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　申し合わせ事項に留意する。 

 質　問　事　項 

 

№　２　　

デジタルサイネージ等の電子看板に関する景観及び生活環境保

全について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

近年、デジタル技術の進展に伴い、屋外広告物として大型のデジタルサイ

ネージ（電子看板）が全国的に増加している。視認性や広告効果が高い一方

で、強い光や映像の点滅、動画表示などにより、景観悪化や交通安全、周辺

住民の生活環境への影響を懸念する声も広がっている。 

例えば、土浦市では茨城県初となる電子看板の表示基準を盛り込んだガイ

ドラインを策定し、光の輝度や点滅回数、動画表示、音量などについて一定

の基準を示したとのことである。背景には、市民から「まぶしい」「景観を

損ねる」などの声が寄せられていたことがあるという。 

尾張旭市においては、現在のところデジタルサイネージは多くないもの

の、過去には大型電子看板に関する苦情や要望もあったと聞く。今後、商業

施設や幹線道路沿いを中心にデジタル広告が増加する可能性を踏まえれば、

問題が顕在化してから対応するのではなく、事前に一定の基準や考え方を整

理しておくことが重要であると考える。そこで以下について伺う。 

 

（１）　本市におけるデジタルサイネージ等の電子看板の設置状況について 

市はどのように把握しているか。 

（２）　電子看板の光の強さ、点滅、動画表示、音量等に関して、市民から

寄せられた苦情や相談件数、主な内容について 

（３）　電子看板が周辺景観や交通安全、住環境に与える影響について 

市の認識を伺う。 

（４）　今後、電子看板の普及拡大が想定される中、表示方法や輝度、点

滅、動画表示等に関する一定の基準やガイドラインを整備する考えに

ついて 

（５）　景観形成や生活環境保全の観点から、事業者に対する事前協議や配

慮要請を強化する考えについて
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別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　市原　誠二　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　申し合わせ事項に留意する。 

 質　問　事　項 

 

№　３－１　

中学校生徒会活動の充実について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

教育指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められてお

り、また、生徒指導提要においても、生徒が主体的に学校生活に関わること

の重要性が示されています。 

本市議会においても、校則に関する論議の中で、教育長から「学校の主役

は子供たち」との答弁があり、生徒が主体的に学校づくりに関わることの教

育的意義が示されています。 

また、神奈川県綾瀬市（人口約８万３千人）では生徒会活動を支援する補

助金制度（上限 10 万円）を設け、生徒会が掲げた公約や学校生活改善の取組

などに活用できる仕組みを今年度から導入しました。 

生徒たちが自ら考えたアイデアや提案が、実際に学校生活の改善やイベン

ト開催などにつながる経験は、主体性や協調性を育むだけでなく、自分たち

も社会の一員として学校づくりに参加できるという意識の醸成にもつながる

と考えます。 

そこで以下について伺います。 

 

（１）　生徒会活動の教育的意義について 

生徒会活動にはどのような教育的意義があると認識しているか伺う。 

 

（２）　生徒会活動の実態と予算支援体制について 

現在、本市立中学校において、生徒会活動はどのように行われている

か。また、生徒会活動に対する予算や支援体制はどのようになっている

かを伺う。
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別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　市原　誠二　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　申し合わせ事項に留意する。

 質　問　事　項 

 

№　３－２　

中学校生徒会活動の充実について

  

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨

（３）　活動費用支援について 

生徒たちの提案の実現に向け、必要に応じて活動費用を支援する他自

治体の事例に対する見解を伺う。 

 

（４）　生徒会活動の充実に向けた支援について 

生徒たちが、自分たちの考えや行動によって学校がより良くなること

を実感できるよう、生徒会活動の充実に向けた支援を行う考えはあるか

伺う。


